
JP 4669390 B2 2011.4.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端部に突出形成された口部を有するシリンジ外筒と、該シリンジ外筒内に挿入された
ガスケットと、該ガスケットを前記シリンジ外筒の長手方向に沿って移動操作する押し子
とを備えたシリンジであって、
　前記シリンジ外筒は、
　前記シリンジ外筒の外周部に突出し、該シリンジ外筒の軸を介して対向配置された、リ
ング状をなす２つの第１の指掛け部と、
　少なくとも一方の前記第１の指掛け部の前記シリンジ外筒の軸に対し前記第１の指掛け
部の中心より遠位側の位置に設けられ、当該第１の指掛け部の外周部の一部が内側に向か
って湾曲した第２の指掛け部とを有することを特徴とするシリンジ。
【請求項２】
　前記第２の指掛け部は、そのほぼ全体が前記第１の指掛け部の中心より先端側に位置し
ている請求項１に記載のシリンジ。
【請求項３】
　前記一方の第１の指掛け部には、人差し指あるいは中指が係合可能であり、前記他方の
第１の指掛け部には、中指あるいは薬指が係合可能であり、前記第２の指掛け部には、薬
指が係合可能である請求項１または２に記載のシリンジ。
【請求項４】
　前記２つの第１の指掛け部には、それぞれ、前記第２の指掛け部が設けられている請求
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項１ないし３のいずれかに記載のシリンジ。
【請求項５】
　前記シリンジ外筒は、前記各第１の指掛け部の外周部にそれぞれ形成され、当該第１の
指掛け部の前記第２の指掛け部より先端側に位置する第３の指掛け部をさらに有する請求
項４に記載のシリンジ。
【請求項６】
　前記各第３の指掛け部は、それぞれ、当該第３の指掛け部が設けられた前記第１の指掛
け部の内側に向かって湾曲した形状をなすもの、またはほぼ直線状をなすものである請求
項５に記載のシリンジ。
【請求項７】
　前記各第３の指かけ部は、それぞれ、ほぼ直線状をなす、または曲率半径が前記各第２
の指掛け部の曲率半径より大きい請求項６に記載のシリンジ。
【請求項８】
　前記一方の第２の指掛け部には、人差し指が係合可能であり、前記他方の第２の指掛け
部には、小指が係合可能であり、
　前記一方の第３の指掛け部には、中指が係合可能であり、前記他方の第３の指掛け部に
は、薬指が係合可能である請求項５ないし７のいずれかに記載のシリンジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、先端部に突出形成された口部を有するシリンジ外筒と、シリンジ外筒内に挿
入されたガスケットと、ガスケットをシリンジ外筒の長手方向に沿って移動操作する押し
子とを備えたシリンジに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、患者へ薬液等の液体を投与するときには、シリンジ（医療用シリンジ）が使用さ
れている。このシリンジは、先端部に突出形成された口部と基端外周に形成されたフラン
ジとを有するシリンジ外筒と、当該シリンジ外筒内に挿入されたガスケットと、当該ガス
ケットをシリンジ外筒の長手方向に沿って移動操作する押し子とを備えている。
【０００３】
　このようなシリンジを用いて、例えば比較的高い粘性を有する液体（例えば造影剤等）
を患者へ注入する操作を行う場合には、当該シリンジのフランジ付近に操作補助具（外筒
用装着具）を装着することがある（例えば、特許文献１参照）。この操作補助具は、シリ
ンジ外筒の外周部と係合可能な係合部（外筒装着部）と、当該係合部と一体的に形成され
、指を掛ける指掛け部（拡張フランジ）とを有している。
【０００４】
　しかしながら、この指掛け部は、シリンジの中心軸に対してほぼ垂直方向に突出した一
対の板片で構成さているのみであるため、当該指掛け部は、使用者がシリンジを把持した
ときの当該使用者の各指に対応した形状とはなってはいなかった。従って、シリンジの把
持が容易ではない場合があり、前述したように比較的高い粘性を有する液体をシリンジ外
筒の口部から吐出するとき、その操作が行い難いことがあるという問題があった。
【０００５】
【特許文献１】特開平８－１２６７０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、シリンジ外筒の口部から液体を吐出するときの操作性に優れたシリン
ジを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　このような目的は、下記（１）～（１２）の本発明により達成される。
　（１）　先端部に突出形成された口部を有するシリンジ外筒と、該シリンジ外筒内に挿
入されたガスケットと、該ガスケットを前記シリンジ外筒の長手方向に沿って移動操作す
る押し子とを備えたシリンジであって、
　前記シリンジ外筒は、
　前記シリンジ外筒の外周部に突出し、該シリンジ外筒の軸を介して対向配置された、リ
ング状をなす２つの第１の指掛け部と、
　少なくとも一方の前記第１の指掛け部の前記シリンジ外筒の軸に対し前記第１の指掛け
部の中心より遠位側の位置に設けられ、当該第１の指掛け部の外周部の一部が内側に向か
って湾曲した第２の指掛け部とを有することを特徴とするシリンジ。
【０００８】
　（２）　前記第２の指掛け部は、そのほぼ全体が前記第１の指掛け部の中心より先端側
に位置している上記（１）に記載のシリンジ。
【０００９】
　（３）　前記一方の第１の指掛け部には、人差し指あるいは中指が係合可能であり、前
記他方の第１の指掛け部には、中指あるいは薬指が係合可能であり、前記第２の指掛け部
には、薬指が係合可能である上記（１）または（２）に記載のシリンジ。
【００１０】
　（４）　前記２つの第１の指掛け部には、それぞれ、前記第２の指掛け部が設けられて
いる上記（１）ないし（３）のいずれかに記載のシリンジ。
【００１１】
　（５）　前記シリンジ外筒は、前記各第１の指掛け部の外周部にそれぞれ形成され、当
該第１の指掛け部の前記第２の指掛け部より先端側に位置する第３の指掛け部をさらに有
する上記（４）に記載のシリンジ。
【００１２】
　（６）　前記各第３の指掛け部は、それぞれ、当該第３の指掛け部が設けられた前記第
１の指掛け部の内側に向かって湾曲した形状をなすもの、またはほぼ直線状をなすもので
ある上記（５）に記載のシリンジ。
【００１３】
　（７）　前記各第３の指かけ部は、それぞれ、ほぼ直線状をなす、または曲率半径が前
記各第２の指掛け部の曲率半径より大きい上記（６）に記載のシリンジ。
【００１４】
　（８）　前記一方の第２の指掛け部には、人差し指が係合可能であり、前記他方の第２
の指掛け部には、小指が係合可能であり、
　前記一方の第３の指掛け部には、中指が係合可能であり、前記他方の第３の指掛け部に
は、薬指が係合可能である上記（５）ないし（７）のいずれかに記載のシリンジ。
【００１５】
　（９）　前記押し子は、該押し子の基端部に設けられ、リング状をなす押し子側指掛け
部を有する上記（１）ないし（８）のいずれかに記載のシリンジ。
【００１６】
　（１０）　前記押し子側指掛け部には、該押し子側指掛け部の表面を被覆する、弾性材
料で構成された被覆層が形成されている上記（９）に記載のシリンジ。
【００１７】
　（１１）　前記シリンジ外筒の外周面には、前記シリンジ外筒と前記ガスケットとで形
成された空間に充填された液体の液量を示す目盛りが付されている上記（１）ないし（１
０）のいずれかに記載のシリンジ。
【００１８】
　（１２）　前記目盛りは、前記各第１の指掛け部の突出方向とほぼ垂直な方向に面して
いる上記（１１）に記載のシリンジ。
【発明の効果】
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【００１９】
　本発明のシリンジによれば、少なくとも３本の指を容易かつ確実に掛けることができる
、すなわち、当該シリンジを容易かつ確実に把持することができる。これにより、シリン
ジ外筒の口部から液体を吐出するときの操作性に優れる。
【００２０】
　また、シリンジ外筒が第３の指掛け部を有する場合には、例えば親指を除く４本の指を
容易かつ確実に掛けることができ、よって、操作性により優れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明のシリンジを添付図面に示す好適な実施形態に基づいて詳細に説明する。
  図１は、本発明のシリンジを示す平面図、図２および図３は、それぞれ、図１に示すシ
リンジの操作状態（把持状態）を示す図、図４は、図１に示すシリンジの使用方法の一例
を示す図（部分縦断面図）である。なお、以下では、説明の都合上、図１～図３中の右側
を「基端」、左側を「先端」と言い、図４中の左側を「基端」、右側を「先端」と言う。
【００２２】
　図１（図２～図４も同様）に示すシリンジ１は、外筒（シリンジ外筒）２１と、外筒２
１内で摺動し得るガスケット２４と、ガスケット２４を外筒２１の長手方向（中心軸２１
２方向）に沿って移動操作する押し子（プランジャロッド）２６と、ロックアダプタ６と
を備えている。ガスケット２４は、押し子２６の先端に連結されている。
【００２３】
　また、シリンジ１は、それが使用される前には、予め、外筒２１とガスケット２４とで
囲まれた空間（貯液空間）に、液体が充填されている。
【００２４】
　前記空間に充填された液体は、押し子２６を先端方向（図２（ａ）中の矢印で示す方向
）に押圧すると、後述する外筒２１の縮径部（口部）２２から吐出（流出）する。
【００２５】
　本発明においては、液体は、シリンジ１の用途、使用目的、症例等に応じて適宜選定さ
れる。液体としては、例えば、造影剤、薬液、洗浄液等が挙げられ、本実施形態では、造
影剤を一例に挙げる。造影剤は、比較的高い粘性を有する液体であり、本発明のシリンジ
１を使用するにあたって、特に適した液体である。
【００２６】
　以下、シリンジ１の各部の構成について説明する。
　外筒２１は、有底筒状の部材で構成されたものである。この外筒２１は、縮径部（口部
）２２と、一対の第１の指掛け部３ａおよび３ｂと、一対の第２の指掛け部４ａおよび４
ｂと、一対の第３の指掛け部５ａおよび５ｂとを有している。
【００２７】
　縮径部２２は、外筒２１の胴部に対し縮径した部位であり、外筒２１の先端側底部の中
央部に一体的に突出形成されている。この縮径部２２は、外筒２１の内腔部と連通してお
り、外筒２１内に充填された造影剤を吐出する。
【００２８】
　外筒２１の基端外周には、フランジ２３が一体的に形成されている。フランジ２３は、
外筒２１の胴部に対し拡径した部位であり、押し子２６を先端方向に押しきったときに、
当該押し子２６の押し子側指掛け部２９の先端部と当接する（例えば、図２（ｂ）参照）
。
【００２９】
　外筒２１の基端側には、一対の第１の指掛け部３ａおよび３ｂと、一対の第２の指掛け
部４ａおよび４ｂと、一対の第３の指掛け部５ａおよび５ｂとが形成されている。これら
の指掛け部は、それぞれ、シリンジ１を操作するときに指を掛ける部位である（図２およ
び図３参照）。
【００３０】
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　２つの第１の指掛け部３ａおよび３ｂは、それぞれ、形状がリング状をなしており、外
筒２１の外周部２１１に突出している。
【００３１】
　また、第１の指掛け部３ａおよび３ｂは、外筒２１の中心軸（中心線）２１２を介して
対向配置されている。
【００３２】
　図２に示すように、例えば、第１の指掛け部３ａには、人差し指が係合可能であり、第
１の指掛け部３ｂには、中指が係合可能である。
【００３３】
　また、各第１の指掛け部３ａおよび３ｂの横断面形状としては、特に限定されないが、
例えば、円形、長円形、楕円形、多角形（例えば四角形や六角形）が挙げられる。
【００３４】
　また、各第１の指掛け部３ａおよび３ｂは、それぞれ、外筒２１と一体的に形成された
ものであってもよいし、外筒２１と別体で構成され、当該別体を外筒２１の外周部２１１
に固着したものであってよい。各第１の指掛け部３ａおよび３ｂがそれぞれ外筒２１と一
体的に形成されたものである場合には、シリンジ１を構成する部品の点数を抑制すること
ができるとともに、各第１の指掛け部３ａおよび３ｂの成形が容易となる。
【００３５】
　第１の指掛け部３ａの外周部には、第２の指掛け部４ａが設けられており、第１の指掛
け部３ｂの外周部には、第２の指掛け部４ｂが設けられている。第２の指掛け部４ａと第
２の指掛け部４ｂとは、互いにほぼ同一の構成（形状）であるため、以下、第２の指掛け
部４ａについて、代表的に説明する。
【００３６】
　第２の指掛け部４ａは、そのほぼ全体が、第１の指掛け部３ａの外筒２１の中心軸２１
２に対し第１の指掛け部３ａの中心３１より遠位側（図１中上側）の位置に設けられ、か
つ、第１の指掛け部３ａの中心３１より先端側の位置に設けられている。すなわち、第２
の指掛け部４ａは、図１に示すように第１の指掛け部３ａを中心３１回りにほぼ４等分に
分割して、図１中の第１の指掛け部３ａの右上の位置から半時計回りに順に「第１象限３
２１」、「第２象限３２２」、「第３象限３２３」、「第４象限３２４」としたとき、第
２象限３２２に設けられている。
【００３７】
　また、第２の指掛け部４ｂも第２の指掛け部４ａとほぼ同様に、第１の指掛け部３ｂに
設けられている。
【００３８】
　図２に示すように、シリンジ１を使用するときに、例えば前述したように第１の指掛け
部３ａに人差し指を掛け、第１の指掛け部３ｂに中指を掛けた場合、第２の指掛け部４ｂ
に、薬指を容易かつ確実に掛けることができる。これにより、シリンジ１を把持した状態
が安定する、すなわち、手の自然な状態でシリンジ１を把持することができる。よって、
シリンジ１に充填された造影剤の吐出操作を安定して行うことができる、すなわち、シリ
ンジ１の操作性が優れたものとなる。ここで、「自然な状態」とは、例えば、シリンジ１
を片手で把持したとき、指と指とが（例えば中指と薬指とが）シリンジ１の中心軸２１２
方向に重ならない状態のことをいうことができる。
【００３９】
　また、図１に示すように、第２の指掛け部４ａは、第１の指掛け部３ａの第２象限３２
２の外周部の一部が内側、すなわち、第１の指掛け部３ａの中心３１に向かって湾曲した
部位である。第２の指掛け部４ａは、第１の指掛け部３ａを構成するリング状の部分から
さらに外側へ突出した部分（この部分を「補助指掛け部」と言うことができる）を有し、
把持状態で、指の保持力を増加するのに寄与する。
【００４０】
　また、第２の指掛け部４ｂも第２の指掛け部４ａとほぼ同様の形状をなしている。
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　このような形状の第２の指掛け部４ａおよび４ｂにより、シリンジ１を使用するとき、
シリンジ１を把持した状態が安定する。これにより、シリンジ１の操作を安定して行うこ
とができる。
【００４１】
　また、シリンジ１には、２つの第２の指掛け部４ａおよび４ｂが、互いに外筒２１の中
心軸２１２に関して対称的に、すなわち、鏡像的に配置されている。
【００４２】
　これにより、シリンジ１は、図２に示す状態、すなわち、第１の指掛け部３ａに人差し
指を掛け、第１の指掛け部３ｂに中指を掛け、第２の指掛け部４ｂに薬指を掛けた状態と
、第１の指掛け部３ａに中指を掛け、第１の指掛け部３ｂに人差し指を掛け、第２の指掛
け部４ａに薬指を掛けた状態とを採ることができる。換言すれば、図１に示す状態のシリ
ンジ１を「表」、その状態のシリンジ１を裏返した状態を「裏」としたとき、シリンジ１
の表裏に関わらず、シリンジ１を把持することができる。
【００４３】
　図２に示すように、本実施形態のシリンジ１は、第２の指掛け部４ｂがあることで、外
筒（シリンジ外筒）２１側に３本の指（人差し指、中指、薬指）を掛けることができるた
め、把持状態が安定し、力を掛け易くなる。また、第２の指掛け部４ｂに薬指を掛けるこ
とにより、人差し指と中指のみを掛ける場合と比べて、掌が拡がるため、親指から押し子
２６に掛けられる力のベクトルが外筒２１の中心軸２１２と合い易く、かつ押し子２６を
押し切った場合に使用しない指が指掛け部との間に入り込んで窮屈になることを緩和する
。
【００４４】
　図１に示すように、第１の指掛け部３ａの外周部には、第３の指掛け部５ａが形成され
ており、第１の指掛け部３ｂの外周部には、第３の指掛け部５ｂが形成されている。第３
の指掛け部５ａと第３の指掛け部５ｂとは、互いにほぼ同一の構成（形状）であるため、
以下、第３の指掛け部５ａについて、代表的に説明する。
【００４５】
　第３の指掛け部５ａは、第２の指掛け部４ａより先端側に位置している。換言すれば、
第３の指掛け部５ａは、そのほぼ全体が第１の指掛け部３ａの第３象限３２３に位置して
いる。
【００４６】
　また、第３の指掛け部５ａは、第１の指掛け部３ａの内側に向かってわずかに湾曲した
形状をなし、その湾曲面５１が先端方向に臨んでいる。
【００４７】
　また、第３の指掛け部５ｂも第３の指掛け部５ａとほぼ同様に、第１の指掛け部３ｂに
設けられている。
【００４８】
　図３に示すように、シリンジ１を使用するときに、第２の指掛け部４ａに人差し指を掛
け、第２の指掛け部４ｂに小指を掛けた場合、第３の指掛け部５ａに中指を容易かつ確実
に掛けることができるとともに、第３の指掛け部５ｂに薬指を容易かつ確実に掛けること
ができる。これにより、シリンジ１を把持した状態が安定し、シリンジ１の操作を安定に
行うことができる。
【００４９】
　また、２つの第３の指掛け部５ａおよび５ｂが、互いに外筒２１の中心軸２１２に関し
て対称的に、すなわち、鏡像的に配置されている。これにより、シリンジ１の表裏に関わ
らず、シリンジ１を把持することができる。
【００５０】
　また、図１に示すように、第３の指かけ部５ａ（湾曲面５１）の曲率半径Ｒ１は、それ
ぞれ、第２の指掛け部４ａの曲率半径Ｒ２より大きいのが好ましい。
【００５１】



(7) JP 4669390 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

　第３の指掛け部５ａ、５ｂは、シリンジ１の中心軸２１２に対し、ほぼ垂直な方向に延
びているため、図３に示す状態で中指と薬指とによって付与される力のベクトルを、ほぼ
全て効率的に受けることになる。これに対し、第２の指掛け部４ａ、４ｂは、第１の指掛
け部３ａ、３ｂがリング状をなしている都合上、シリンジ１の中心軸２１２に対し、傾斜
した角度で設けられている。そのため、本実施形態においては、図３に示す状態で人差し
指と小指とによってシリンジ１の中心軸２１２と平行な力を付与しても、これらの指が指
掛け部４ａ、４ｂから離脱することのないように、第２の指掛け部４ａ、４ｂの曲率半径
Ｒ２を小さくし、指が深く掛けられるようにしている。なお、第３の指掛け部５ａ、５ｂ
の曲率半径Ｒ１を大きくするのは、上記のように指を深く掛ける必要がなく、また、曲率
半径Ｒ１が小さいと、第１の指掛け部３ａ、３ｂの面積が小さくなり、図２に示すように
指を掛ける際に、指がぶつかるおそれがあるためである。
【００５２】
　曲率半径Ｒ１と曲率半径Ｒ２との比Ｒ１／Ｒ２は、特に限定されないが、１.０１以上
であるのがより好ましい。
【００５３】
　外筒２１の外周面（外周部２１１）には、目盛り２５が付されている。この目盛り２５
は、シリンジ１の前記空間に充填された造影剤の液量を示すものである。
【００５４】
　目盛り２５が設けられていることにより、造影剤の液量を確実に把握することができる
。また、ガスケット２４の目盛り２５に対する移動量により、縮径部２２から吐出された
造影剤の吐出量（排出量）も把握することができる。
【００５５】
　また、目盛り２５は、各第１の指掛け部３ａおよび３ｂのそれぞれの突出方向とほぼ垂
直な方向に面している。これにより、例えば、図２に示すように、シリンジ１を把持した
とき、目盛り２５が使用者（作業者）側に臨む（対向する）こととなり、よって、造影剤
の液量をより確実に視認（把握）することができる。
【００５６】
　このような構成の外筒２１の胴部の内径は、特に限定されないが、例えば、１４ｍｍ以
上であるのが好ましく、１４．５～１６ｍｍであるのがより好ましい。
【００５７】
　また、外筒２１の構成材料としては、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプ
ロピレン、環状ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリ－（４－メチルペンテン－１）、ポ
リカーボネート、アクリル樹脂、アクリルニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体、ポ
リエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル、ブタジエン－
スチレン共重合体、ポリアミド（例えば、ナイロン６、ナイロン６・６、ナイロン６・１
０、ナイロン１２）のような各種樹脂が挙げられるが、その中でも、成形が容易であり、
かつ水蒸気透過性が低い点で、ポリカーボネートやアクリロニトリル－ブタジエン－スチ
レン共重合体（ＡＢＳ樹脂）のような樹脂が好ましい。なお、外筒２１の構成材料は、内
部の視認性を確保するために、実質的に透明であるのが好ましい。
【００５８】
　外筒２１の縮径部２２の外周側には、ロックアダプタ（ルアーロック）６が縮径部２２
と同心的に（同軸で）回転可能に設置されているが、回転しないメスネジであってもよい
。
　このロックアダプタ６は、筒状をなすリング部材で構成されたものである。
【００５９】
　また、ロックアダプタ６の内周部には、ネジ山（図示せず）が形成されている。例えば
、図４に示すように、前記ネジ山は、チューブ３００の基端部に接続されたコネクタ３０
１に形成されたネジ山（図示せず）と螺合することができる。これにより、シリンジ１と
チューブ３００（コネクタ３０１）とが接続され、コネクタ３０１を介してシリンジ１か
ら造影剤をチューブ３００に送り込むことができる。
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【００６０】
　また、ロックアダプタ６の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、外筒２１
についての説明で挙げたような材料を用いることができる。
【００６１】
　また、外筒２１内には、弾性材料で構成された円柱状のガスケット２４が収納されて（
挿入されて）いる。ガスケット２４の外周部には、複数（２つ）のリング状の突部が全周
にわたって形成されており、これらの突部が外筒２１の内周面に密着しつつ摺動すること
で、液密性をより確実に保持するとともに、摺動性の向上が図れる。
【００６２】
　ガスケット２４の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、天然ゴム、ブチル
ゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、スチレン－ブタジエンゴム、シリコーンゴムの
ような各種ゴム材料や、ポリウレタン系、ポリエステル系、ポリアミド系、オレフィン系
、スチレン系等の各種熱可塑性エラストマー、あるいはそれらの混合物等の弾性材料が挙
げられる。
【００６３】
　ガスケット２４には、押し子２６が接続（連結）されている。この押し子２６は、横断
面が十文字状をなす棒状の本体部２７と、本体部２７の基端部に一体的に形成された押し
子側指掛け部２９とを有している。
【００６４】
　本体部２７（押し子２６）は、その先端部がガスケット２４の基端部に接続されている
。この接続方法としては、特に限定されないが、例えば、螺合による方法、嵌合による方
法、接着による方法、融着（熱融着、高周波融着、超音波融着等）による方法等を用いる
ことができる。
【００６５】
　本体部２７の基端部には、リング状をなす押し子側指掛け部２９が一体的に形成されて
いる。この押し子側指掛け部２９には、親指を掛けることができる（図２（ａ）参照）。
【００６６】
　これにより、押し子側指掛け部２９に親指を掛けた状態で、押し子２６を先端方向に向
かって容易に押圧することができる（図２（ｂ）参照）。従って、シリンジ１の操作性が
向上する。
【００６７】
　なお、押し子側指掛け部２９には、図２に示す状態では親指が掛けられているが、これ
に限定されず、図３に示すように、親指を掛けずに当該押し子側指掛け部２９の基端部に
手の平を宛がってもよい。
【００６８】
　また、押し子２６の構成材料としては、前述した外筒２１の構成材料として例示したも
のと同様のものを用いることができる。
【００６９】
　押し子側指掛け部２９には、当該押し子側指掛け部２９の表面を被覆する被覆層９が形
成されている。この被覆層９は、弾性材料で構成されている。
【００７０】
　図２に示す状態では、シリンジ１の操作中の、すなわち、押し子２６の押し子側指掛け
部２９の内周部を親指で押圧しているときの、押し子側指掛け部２９の内周部からの反力
による親指に生じる痛みを低減（軽減）することができる。
【００７１】
　また、図３に示す状態では、シリンジ１の操作中の、すなわち、押し子２６の押し子側
指掛け部２９の基端部を手の平で押圧しているときの、押し子側指掛け部２９の基端部か
らの反力による手の平に生じる痛みを低減（軽減）することができる。
【００７２】
　また、被覆層９の構成材料となる弾性材料としては、特に限定されないが、例えば、前
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述したガスケット２４の構成材料として例示したものと同様のものを用いることができる
。
【００７３】
　また、被覆層９の押し子側指掛け部２９への形成方法としては、特に限定されないが、
例えば、浸漬法、インサート成形、２色成形、塗装、別パーツの接着（接着剤や溶媒によ
る接着）、融着（熱融着、高周波融着、超音波融着等）、圧着が挙げられ、これらのうち
、特に、インサート成形、２色成形が好ましい。
【００７４】
　次に、シリンジ１の使用方法の一例について詳細に説明する。ここでは、図４に示すよ
うに、カテーテル１０を介して生体内に造影剤を投与する場合を例に挙げる。
【００７５】
　シリンジ１の使用方法について説明する前に、カテーテル１０について説明する。
　カテーテル１０は、可撓性を有するチューブ状のカテーテル本体１０１と、カテーテル
本体１０１の基端部に着脱自在に設けられた（装着された）Ｙ型分岐コネクタ７とで構成
されている。
【００７６】
　カテーテル本体１０１の内部には、カテーテル本体１０１のほぼ全長にわたってルーメ
ン（内腔）が形成されている。このルーメンは、シリンジ１に充填された造影剤を生体内
の所定部位に移送する流路や、より細径の治療用カテーテル等を案内する案内路として機
能するものである。
【００７７】
　カテーテル本体１０１の基端部には、Ｙ型分岐コネクタ７が設けられている。
　図４に示すように、Ｙ型分岐コネクタ７は、コネクタ本体７１と、該コネクタ本体７１
の中央部７１１付近（途中）から分岐する分岐部７２とで構成されている。
【００７８】
　コネクタ本体７１は、形状が管状をなすものである。
　コネクタ本体７１の先端部７１２には、カテーテル本体１０１の基端部が接続されてお
り、コネクタ本体７１と連通している。
【００７９】
　また、コネクタ本体７１の基端部には、弁体８が設けられている。この弁体８には、開
閉自在なスリット（図示せず）が形成されており、このスリットを通過して、例えばガイ
ドワイヤをカテーテル本体１０１のルーメンに挿入することができる。
【００８０】
　分岐部７２は、形状が管状をなすものであり、コネクタ本体７１と中央部７１１付近で
連通している。この分岐部７２は、コネクタ本体７１の中心軸に対し傾斜した方向に突出
して（延在して）いる。
【００８１】
　分岐部７２の端部７２１には、チューブ３００を介して、シリンジ１（縮径部２２）が
接続されている。
【００８２】
　次に、シリンジ１の使用方法について説明する。ここでは、予め、カテーテル１０のカ
テーテル本体１０１が生体内に挿入され、当該カテーテル本体１０１の先端部が生体内の
所定部位に留置していることとする。
【００８３】
　［１］　まず、造影剤が充填されたシリンジ１を用意する。
　［２］　次に、カテーテル１０（Ｙ型分岐コネクタ７）の分岐部７２から延出したチュ
ーブ３００のコネクタ３０１を、先に用意したシリンジ１の縮径部２２に接続する。
【００８４】
　［３］　次に、シリンジ１を、例えば図２や図３に示す状態のように把持する。
　［４］　次に、前記把持した状態で、押し子２６を押圧する。これにより、シリンジ１
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から流出した造影剤が、チューブ３００、Ｙ型分岐コネクタ７およびカテーテル本体１０
１を順次通過して、カテーテル本体１０１の開口部から吐出される。
【００８５】
　前記［３］では、前述したようにシリンジ１が安定して把持され、よって、前記［４］
でシリンジ１を容易かつ確実に操作することができる。
【００８６】
　以上、本発明のシリンジを図示の実施形態について説明したが、本発明は、これに限定
されるものではなく、シリンジを構成する各部は、同様の機能を発揮し得る任意の構成の
ものと置換することができる。また、任意の構成物が付加されていてもよい。
【００８７】
　また、２つの第１の指掛け部には、それぞれ、第２の指掛け部が設けられているが、こ
れに限定されず、一方の第１の指掛け部にのみ第２の指掛け部が設けられていてもよい。
【００８８】
　また、各第２の指掛け部は、当該第２の指掛け部が設けられている第１の指掛け部の第
２象限に設けられているが、これに限定されず、例えば、第１象限と第２象限とを跨ぐよ
うに、すなわち、第１象限から第２象限にわたって設けられていてもよい。
【００８９】
　また、各第３の指掛け部は、図示の構成では形状が湾曲状をなしているが、これに限定
されず、例えば、形状がほぼ直線状をなしていてもよい。
【００９０】
　また、２つの第１の指掛け部には、それぞれ、第３の指掛け部が設けられているが、こ
れに限定されず、一方の第１の指掛け部にのみ第３の指掛け部が設けられていてもよい。
【００９１】
　また、各第１の指掛け部、各第２の指掛け部、各第３の指掛け部には、押し子側指掛け
部に形成された被覆層と同様の被覆層が形成されていてもよい。
【００９２】
　また、図２に示す状態のシリンジは、押し子側指掛け部に親指が掛けられているが、こ
れに限定されず、図３に示すシリンジのように押し子側指掛け部に親指を掛けずに、押し
子側指掛け部の基端部に手の平（親指の付け根付近）を宛がってもよい。
【００９３】
　また、図３に示す状態のシリンジは、押し子側指掛け部の基端部に手の平（親指の付け
根付近）を宛がっているが、これに限定されず、図２に示す状態のシリンジのように、押
し子側指掛け部に親指を掛けてもよい。この場合、シリンジの全ての指掛け部に指を掛け
ることができる。
【００９４】
　また、押し子側指掛け部は、リング状のものに限定されず、例えば、掌あるいは親指の
腹で押すことが可能な、楕円半球状のパームパッド形状であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明のシリンジを示す平面図である。
【図２】図１に示すシリンジの操作状態（把持状態）を示す図である。
【図３】図１に示すシリンジの操作状態（把持状態）を示す図である。
【図４】図１に示すシリンジの使用方法の一例を示す図（部分縦断面図）である。
【符号の説明】
【００９６】
　１　　　　　シリンジ
　２１　　　　外筒（シリンジ外筒）
　２１１　　　外周部
　２１２　　　中心軸
　２２　　　　縮径部（口部）
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　２３　　　　フランジ
　２４　　　　ガスケット
　２５　　　　目盛り
　２６　　　　押し子（プランジャロッド）
　２７　　　　本体部
　２９　　　　押し子側指掛け部
　３ａ、３ｂ　第１の指掛け部
　３１　　　　中心
　３２１　　　第１象限
　３２２　　　第２象限
　３２３　　　第３象限
　３２４　　　第４象限
　４ａ、４ｂ　第２の指掛け部
　５ａ、５ｂ　第３の指掛け部
　５１　　　　湾曲面
　６　　　　　ロックアダプタ
　７　　　　　　Ｙ型分岐コネクタ
　７１　　　　　コネクタ本体
　７１１　　　　中央部
　７１２　　　　先端部
　７２　　　　　分岐部
　７２１　　　　端部
　８　　　　　　弁体
　９　　　　　　被覆層
　１０　　　　　カテーテル
　１０１　　　　カテーテル本体
　３００　　　　チューブ
　３０１　　　　コネクタ
　Ｒ１、Ｒ２　　曲率半径
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